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商品名等
（電気用品名等）

ガラス扉を有した冷蔵保管庫

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　一般の電気冷蔵庫のステンレス扉を改造し、庫内の内容物が見やすいようにガラ
ス扉にしたものである。
　厨房での食品保管、大学や企業の研究室や病院の薬剤室等での薬品の保管等とし
て使われる。

○ 構造、仕様、意匠
横長形で、前面観音開きのガラス扉のもの。
電動機の定格消費電力は、３００Ｗ以下。　

○ 主な使用者、販売先
飲食店、大学、企業、病院等

２　対象・非対象の解釈

　特定電気用品の電動力応用機械器具の「冷蔵用のショーケース」として取り扱う。

（理由）
　冷蔵保管庫内の内容物が外部より透視できるものは、家庭用ワインクーラーを除
き「冷蔵用のショーケース」として取り扱っている。
　本製品はこれと類似した製品であることから、特定電気用品の電動力応用機械器
具の「冷蔵用のショーケース」として取り扱うのが妥当と判断する。


